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職業リハビリテーションを担う人材 
 



職業リハビリテーションを担う人材 

 

１．地域障害者職業センター 

名称 主な職務 主な要件 研修・育成 

[厚生労働大臣が指定する講習」 

・ 新規採用者を対象 
・ 期間：１年間 

前期合同講習 １ヵ月程度  
実地講習   ９ヵ月程度 
後期合同講習 ２ヵ月程度 

・ 前期と後期は総合センター、
実地は配属先の地域センターで
実施 

障害者職業カウンセラー 

 

・ 障害者に対する職業評価（職業リハビリテーション計画の

策定） 

・ 障害者に対する職業指導（職業リハビリテーションカウン

セリング） 

・ 障害者に対する職業準備支援、ＯＡ講習（職業準備訓練、

職業講習）を行うこと。 

・ 障害者及び事業主に対する職場適応援助者による支援 

・ 障害者及び事業主に対する職場復帰支援 

・ 障害者に対する職場適応指導 

・ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項につい

ての助言・援助 

・ 職場適応援助者の養成・研修 

・ 知的障害者及び重度知的障害者の判定（原則として、障

害者職業カウンセラーとして２年以上の経験を有する者） 

上記に付随し、関係機関との連絡・調整、関係機関に対す

る専門的な職業リハビリテーション技法の提供、職業リハビリ

テーションに関する情報の収集・提供、ケース会議の運営等

を実施 

厚生労働大臣が指定する試験＊１に合

格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講

習＊２を修了した者その他厚生労働省令で

定める資格を有する者＊３

 

＊１：厚生労働大臣が指定する試験 
 高障機構が実施する、障害者職業センタ
ーにおいて障害者職業カウンセラーとなる
職員を採用するための試験 

 
＊２：厚生労働大臣が指定する講習 

高障機構が実施する、障害者職業センタ
ーに於いて障害者職業カウンセラーとして必
要とされる基礎的な知識及び技術を付与す
るための講習 
 
＊３：その他厚生労働省令で定める資格を有

する者 
公共職業安定所において、５年以上障害

者の職業紹介に係る事務に従事した経験を
有する者又はこれと同等以上の経験を有す
る者と厚生労働大臣が認める者 

「フォローアップ研修」 

・ 採用後３年程度の者を対象 
・ 期間：３日間 
・ 総合センターで実施 
 

「専門第二期研修」 

・ 採用後５年程度の者を対象 
・ 期間：７日間 
・ 総合センターで実施 

 

「専門第三期研修」 

・ 採用後９年程度の者を対象 
・ 期間：７日間 
・ 総合センターで実施 

評価アシスタント 

 

（職業評価業務を担当する障害者職業カウンセラーの指示に

基づく） 

・ 職業準備支援における職業評価の補助 

・ 職業準備支援における作業支援 

次のいずれかの業務に概ね１年以上

従事した経験のある者 

・ 地域障害者職業センター等の施設にお

ける職業リハビリテーション業務 

特になし 
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・ 作業状況の観察及び記録のとりまとめ 

・ 職業準備講習カリキュラムの実施 

・ 職業準備支援及びＯＡ講習の対象者のフォローアップ 

・ 職業準備支援の実施に係る関係機関等との連絡及び調整

に関すること。 

 

・ 公共職業安定所における障害者の職業

指導に関する業務 

・ 特殊教育諸学校における障害者の指導

に関する業務 

・ 福祉・医療機関等における障害者の作業

指導等に関する業務 

・ 民間事業所における障害者の作業指導

又は労務管理の業務 

・ 障害者関係団体における障害者の相談

又は指導に関する業務 

ジョブコーチ（配置型） （ジョブコーチ支援事業を担当する障害者職業カウンセラー

の指示に基づく（一部、評価担当カウンセラーの指示に基づ

く）） 

・ 支援実施事業所の職場環境等の把握・分析並びに支援対

象者に係る適応状況の把握及び問題点の整理 

・ 支援対象者に対する職場適応のための指導・援助 

・ 支援対象事業主に対する支援対象者の雇用管理全般に

わたる指導・助言 

・ 支援対象者の家族に対する支援対象者の職業生活の安

定のための指導・助言 

・ 通勤指導の実施 

・ 事業終了後のフォローアップの実施 

・ 支援記録の作成 

・ 地域センターにおけるジョブコーチ養成研修実施に係る

補助 

・ 職業準備支援における作業支援 

※ １人の支援対象障害者に対して複数担当制（ジョブコー

次のいずれかの業務に概ね１年以上

従事した経験のある者 

・ 地域障害者職業センター等の施設にお

ける障害者職業カウンセラー業務 

・ 公共職業安定所における障害者の職業

指導に関する業務 

・ 特殊教育諸学校における障害者の指導

に関する業務 

・ 福祉施設における障害者の作業指導等

に関する業務 

・ 民間事業所における障害者の作業指導

又は労務管理の業務 

・ 障害者関係団体における障害者の相談

又は指導に関する業務 

〔配置要件として〕 

高障機構が実施する「配置型

職場適応援助者養成研修」を修

了した者（「第 1 号職場適応援助

者養成研修」を修了した者も可） 

・ 総合センター及び地域センター

で実施 

・ 45時間以上 
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チ（配置型）同士又はジョブコーチ（配置型）と第１号ジョブ

コーチとの組み合わせによるペア）で支援 

リワークアシスタント 

 

（精神障害者を主に担当する障害者職業カウンセラーの指示

に基づく） 

・ 職場復帰支援に係る障害者の支援の実施 

・ 職場復帰支援に係る事業主の支援の補助 

・ 対人技能等の習得のための支援の実施（職業準備支援に

おける自立支援カリキュラムの実施） 

・ 障害者の職場適応指導の実施 

・ 支援終了後のフォローアップ 

・ 支援の実施に係る事業主、医師、関係機関等との連絡及

び調整の補助 

次のいずれかの業務に概ね１年以上

従事した経験のある者 

・ 民間事業所等における障害者の作業指

導又は労務管理の業務 

・ 民間事業所等における従業員の労務管

理のうちメンタルヘルス管理に係る業務 

・ 地域障害者職業センター等の施設にお

ける職業リハビリテーション業務 

・ 精神障害者関連の福祉・医療機関等に

おける障害者の作業指導・就労支援等に

関する業務 

・ 精神障害者関係団体における障害者の

相談又は指導に関する業務 

「リワークアシスタント研修」（平成

17年10月（事業開始時）実施） 

・ 総合センターで実施 

・ ３日間 

 

「リワークアシスタント経験交流

会」（平成18年９月実施予定） 

・ 総合センターで実施 

・ ２日間 

 

 

２．ハローワーク 

専門援助部門の統括職業指導官等の下、専門的な知識・経験を有する者を委嘱し、ハローワークに配置。 

名称 主な職務 主な要件 研修・育成 

精神障害者ジョブコンサ

ルタント 

 

・ 職員等に対して、精神障害に関する医学的知見に基づい

て助言、指導を行うこと。 

・ 精神障害者である求職者本人、家族、事業主等に対す

る、職業生活に関する相談、指導を行うこと。 

医師、看護師、保健師、精神保健福祉

士等の資格を有し、精神障害者の就労支

援の経験を有する者 

特になし 

障害者専門支援員 

 

・ 求職障害者の障害の態様や適性を把握するとともに、職

業紹介を行うために必要な援助について明らかにするこ

と。 

 障害の理解、障害者の雇用管理上必要

な配慮、障害者の職業リハビリテーション

に関する理解等の専門的知識を有する

「障害者支援経験交流会議」 

・ 障害者専門支援員を対象（各都

道府県労働局職業対策課長が推

薦） 

3



・ 地域障害者職業センター等の職業リハビリテーション実施

機関、福祉関係機関、医療機関との調整を行うこと。 

・ 障害者向け求人開拓の実施について、雇用指導官、求人

部門と協力すること。 

・ 求職障害者の紹介に同行し事業主への助言を行うととも

に、採用後も必要に応じて事業主に対する助言を行うこと。 

者 ・ 年１回 

・ 本省主催 

 

職業相談員（障害者職業

相談担当） 

 

・ 就職を希望する障害者、その家族等に対して、職業に関

する相談、職業生活に関する相談等を行うこと。 

・ 障害者の家庭等を訪問し、本人、その家族等に対して、安

心した職業生活を送るための相談等を行うこと。 

・ 障害者を雇用する事業所を訪問し、職場適応の状況の把

握を行うこと。 

・ 福祉施設、養護学校、病院、保健所等、障害者関係施設を

訪問し、障害者の求職状況の把握を行うこと。 

 社会的信望があり、障害者の職業問題

について理解と関心を有する者 

特になし 

職業相談員（求人開拓担

当） 

 

・ 障害者雇用率が未達成の企業を中心に、事業所への電

話、訪問等により、管内の雇用失業情勢、求職失業者の動

向に応じた求人を開拓すること。 

・ 事業所との接触を通じ、必要に応じ、求職情報、労働市場

の情報、各種助成金の情報等求人を確保するに当たり効果

的な情報を提供すること。 

・ 経済団体、個別企業等に対する協力要請により求人開拓

を推進すること。 

・ 求人開拓業務に関して内部の事務処理、開拓求人のアフ

ターフォロー等を行うこと。 

 これまでの経歴等から、企業とのつなが

りや企業に関する知識、障害者の雇用に

関する知識等を活かした障害者求人開拓

の推進を期待できる者 

特になし 

手話協力員 

 

・ 職員等に随伴し、ろうあ者と手話をかわすことにより、ろう

あ者に対する就職指導業務に協力すること。 

 手話通訳ができる者であって次に掲げ

る要件を具備している者 

・ 社会的信望があり、当該地域の聴覚障害

特になし 
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